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午後 ３時００分 開会 

会 長  皆様、お忙しいところをお集まりいただき、ありがとうございます。時間になり

ましたので、第4回の審議会を開催いたします。 

    本日は、１５名の委員の方に出席いただいておりますので、審議会は成立いたし

ました。角田委員からは、遅れて出席するとの連絡が入っています。 

はじめに、区の人事異動により事務局に変更がありましたのでお知らせします。

前任の猪俣課長から浅賀 俊之新しい学校づくり担当課長に代わりました。 

 

新しい学校づくり担当課長  浅賀でございます。よろしくお願いいたします。 

 

会 長  それから、渡邊政策経営部参事から堺 由隆政策企画課長に代わっております。 

 

政策企画課長  堺でございます。どうぞ、よろしくお願いいたします 

 

会 長  どうそ、よろしくお願いいたします。 

 それでは、審議に入りたいと思います。 

 まず第３回の審議会の会議録につきまして、事務局からご報告をお願いいたしま

す。 

 

新しい学校づくり担当課長  その前に、第３回の審議会の中でご質問を頂戴しておりましたので、そちらのお

答えを先に述べさせていただきたいと思います。 

まず、尐人数の学級を実施する場合の経費負担につきましてご質問をいただいて

おりました。 

 文部科学省の資料によりますと、全国の尐人数学級の実施状況から非常勤職員で

対忚を実施しているというところが大変多く見られている状況でございます。 

 一方、その学校長からは、「非常勤では質に問題がある」というご意見もあると

いう情報も入ってございます。また、全ての学年で実施しているのではなくて、限

定的に実施しているところが多いというお話もございました。 

 そこで、２年前から区独自で教員を採用しております品川区の例をご紹介させて

いただきたいと思います。こちらにつきましては、小学校・中学校合わせて５名ず

つの職員の募集をここ２年間行ってございます。 

       平成２２年度の募集要項を入手しました。そちらに記載されております初任給が

月給で２４万１，０００円。その他、都費の職員と同じ手当で支給がそれぞれ手当

されますので、年間で一人当たり、おおよそでございますけれども４７５万円、丸

めますと約５００万円程度の経費が年間でかかってくると思われます。 

それから、それに伴って教室の増設がどうなっているのかというお話がございま

した。これはケースによって異なりますが、区の中で、２つの特別教室をプレハブ

で増築し、特別教室を通常の学級に改修する例がございます。こちらを参考にしま

すと、プレハブの５年リースで約６，０００万円から７，０００万円程度。それに

伴う工事が１，５００万円から２，０００万円程度必要になってくるという状況で
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ございます。 

次に、資料４「適正な学校・学級規模に関する意識の実態」のデータは、全国の

ものか、地域を限定して集めたものか、の回答です。出所を調べましたところ、政

令指定都市、市町村の小中学校からデータを集めていましたので、地域を限定した

ものではないということです。 

最後に資料５の「他区の学校・学級規模に関する規定・記述」について、各区の

学校数・児童数等の情報がないと比較ができないとの質問がございました。 

第1回審議会の資料１０及び１１にその内容を載せていましたので、その写しを

机上に置かせていただきましたので、後でご覧ください。 

 

それでは、お手元の資料に沿いまして議事録のご説明をさせていただきたいと思

います。 

 本日、お配りさせていただきました資料１が審議会の会議録でございます。内容

につきましては抜粋させていただきまして資料２に用意させていただきました。か

いつまんでご説明させていただきたいと思います。 

 まず、小学校と中学校は様々な要素が違うために別々の議論が必要ではないかと

いうお話をいただいてございます。 

 それから、学級の体をなさなくなる、いわゆる適正ではなくなる人数はどの程度

と考えたらいいのか。ここら辺の意見は大変多く、活発に議論されたところでござ

います。それぞれの下限につきまして、各委員から色々な数値をお示しいただいて

おります。なお、この数値というものが風評被害をもたらすのではないかというご

心配の声も数多くいただいたところでございます。 

 また、いわゆる過小規模校につきましては、その数字だけをもって統廃合を考え

るべきではない。小規模校には小規模なりの良い点もあるのではないかといったご

意見も頂戴してございます。 

 それから、単学級はいかがなものかというお話もいただいておりましたが、こち

らにつきましては、学校としては、それでも十分対忚は可能である。ただ、それが

子どもにとって良いかどうかは、また色々と議論しなくてはいけないというお話も

いただいているところでございます。 

 単学級が尐人数化した場合の色々な課題というものがでてございます。 

 それから、平成１３年の答申についても十分検討が必要である。時代も変わって

いるということと、その方針にこだわって、議論が進まないのはいかがなものかと

いうお話もいただいてございました。 

 それから、財政状況もあるので、そちらの視点も必要であるというご意見も出て

おります。 

 次に、どうしても1学級あたりの下限の目安というものは必要であるというご意

見が数多く出されてまいりましたけれども、慎重にというご意見と拮抗している状

況でございました。 

 これらを踏まえまして、本日の会議に先立って、小規模校の取り扱いをどうする

のかについて小委員会等も含めて色々検討し、またこの審議会で十分に議論が尽く
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されるようにお願いしたいというのが第３回の審議会の主な意見でございます。 

 

会 長  前回の審議会の会議録の概要について報告をいただきましたけれども、これにつ

いて、何かご質問とか、あるいは訂正等があったらお出しいただけたらと思います。 

 それでは、無いようですので、この会議録をご承認いただいたということで、進

めます。 

第３回の小委員会が行われましたので、その報告を事務局からお願いいたします。 

 

新しい学校づくり担当課長  では、お手元の資料３でございます。こちらにつきましては、４月１９日に開催

されました小委員会の議事録の内容をご紹介させていただくものでございます。 

 こちらにつきまして、テーマは「学校・学級規模及び適正配置について」という

ことでお話し合いをしていただきました。大きく分けて４つの協議がございました。 

 まず、２（１）です。こちらにつきましては、教育的な観点から区の目指すべき

適正な規模について議論する必要があるというご意見を頂戴しております。そして、

その議論を進めていく上で、適正規模について審議会の委員の考え方を一致させて

おく必要があるというご意見でございます。 

 （２）の論点でございますけれども、こちらにつきましては、数値を単に目安と

して打ち出すだけではなくて、教育的な理論に裏づけられたものが必要である。そ

して、その中では「学校・学級規模の下限」という表現につきましては、その下限

を超えた場合に廃校というイメージがつきまとってしまい、良い議論ができないの

で、その言葉の持つ意味を十分に、審議会委員全員で共通認識をする必要があると

いうお話をいただいております。 

 「下限」という言葉は廃校の基準ではないという共通認識は絶対に必要であると

いうお話をいただいております。 

 （３）でございます。規模や適正配置の議論に際しましては、「学校選択制検証

検討会の中間のまとめ」を報告して、参考とした方が良い。そうすべきだというご

意見をいただいております。 

 （４）です。適正配置の方法の１つとしては、地域センターなどの管轄エリア、

地域のエリアを１つの条件として捉えて、学校の適正な数の検討を行うことも必要

ではないかというご提案をいただいております。 

 そのときに、資料を何らかのものでつくる必要があるのではないか。それについ

ては次回の小委員会で検討して、審議会からの求めに忚じて提出できるような準備

が必要ではないかというご意見を頂戴いたしました。 

 ある委員からは「平成１２年の中野区の審議会答申が教育論に踏み込んだもの」

というお話をいただきました。望ましい学校の規模というのは、こちらを教育指導

の面、教職員の研究・研修活動の面、そして学校運営の面から考えるというお話を

いただいてございます。また、最小学校規模を、学習指導要領に取り上げられてい

る教育活動の面を根拠として検討していったということでございます。 

こうしたことを参考に、本日の審議会では、教育的な観点から、まず適正な規模

について審議していただくことが望ましいという意見に異論はなかったと思います。 
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 事務局からは、以上でございます。 

 

会 長  ありがとうございました。事務局から、資料３ということで、第３回小委員会の

概要についてご報告をいただきました。坂東小委員会委員長から何か追加すること

がございましたら。 

 

小委員会委員長  特に追加することはございません。前回のこの審議会の論議を、もう一度おさら

い、整理をしながら、今日の審議会で何を協議していただこうかといったあたりを

話し合ったわけでございますけれども、最終的には、１３年答申から、またそれ以

降、適正規模について教育的な側面からの論議が十分尽くされていなかったのでは

ないか。 

 したがいまして、今日はもう一度、その辺のところを純粋に皆さん方で話し合っ

ていただいて、その適正規模について共通認識することを今日は１つの大きな課題

にしようといったところが協議されたように思います。 

 以上でございます。 

 

会 長   ありがとうございました。小委員会からは、先ず、教育的な側面に一層踏み込ん

で、学校・学級の適正な規模を論議していったらよいのではないかとの方向性が示

されました。本日は、この件から意見交換をしたいと思います。 

              では、用意していただいた資料を事務局から説明していただき、その後、ご意見

を伺います。 

        

委 員  最初に確認しておきたいのですが、各委員の任期等もあるので、区では、適正配

置の答申は、何時ごろを目途として考えているのかのところを確認しておきたい。 

 

新しい学校づくり担当課長  今回の審議につきましては、目標として、年度末に答申ということを当初は考え

ておりましたけれども、十分に議論を尽くしていただいて良い結果に導きたいと思

っておりますので、審議会の中でご検討いただければと考えてございます。 

 議会選出の各委員の皆様につきましては任期等がございますけれども、そちらは

議員さんという立場で継続して良いご意見が頂戴できればと考えているところでご

ざいます。 

 

委 員  そうしますと、あと１年である程度の答申を出すとか、そういうのは、まだ今の

ところではないと。 

 

新しい学校づくり担当課長  当初、明確に期限を切ってこの審議会が立ち上げられているという状況ではござ

いませんでした。ただ、一通りの目安というものは第１回の審議会の際にお示しさ

せていただいておりまして、平成２２年度末に答申を出したいというスケジュール

を組んでいます。 

 そこも１つの目安だと思いますけれども、現時点までの進行状況を見ますと、更
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に議論が必要と思われる背景もございます。十分な議論をしていただいた上で答申

をいただきたく、答申時期につきましてもこの審議会の中でご議論いただければと

考えています。 

 

会 長  この点につきましては、大きな流れということで、委員からもご発言があったと

おりでございます。出口がどうなるのかということです。 

 これについては、私個人的ではありますけれども、時間をかけて慎重な審議をし

て、将来を見据えた審議が行われてないといけないのではないか、余り拙速になっ

てもいけないかなという気を持っておりますが、皆さん方はいかがでしょうか。 

 それでは、事務局から話のあったような趣旨で進めていくということでよろしゅ

うございましょうか。 

 

（異議なし） 

 

会 長  ありがとうございます。先に進んでよろしゅうございましょうか。 

      それでは、資料のご説明をいただけますでしょうか。 

 

新しい学校づくり担当課長  それでは、資料４「平成２２年度東京都教職員の配当表」でございます。 

 まず、小学校のページをご覧いただけますでしょうか。小学校は学級担任でござ

いますので、教諭の欄が非常にすっきりしております。学級数が基本となっており

まして、学級数が５学級と６学級のところ、それから１６学級から１７学級に変わ

るところで配当の人数の変化が見てとれます。 

 この配当表を基に、配置の例をお示しさせていただきましたが、あくまでも参考

でございます。各学校の判断によって、どの教科の教員を充てるかは変わってまい

ります。 

 次に、裏面の中学校の状況をご覧いただきたいと思います。 

 中学校の教員につきましては、教科により１週間当たりで受け持つ授業数が異な

ってまいります。配当表だけではイメージがつかみづらいと思いますので、下の参

考を用意させていただいております。 

 単純に、１週間当たりで受け持つ授業数の多い教科から割り振ったという状況で

ございます。この表から、５学級までは教科に欠員が生じてしまう状況が見て取れ

るところでございます。 

 また教員の授業力を上げるためには、同一教科に複数の教員がいてお互いに切磋

琢磨する環境が必要となってまいりますけれども、主要５教科でそれを実現する場

合には９学級以上の構成が必要になってくる状況が見えてまいります。特に中学校

の場合は学校の適正規模を教員配置の面から見ることも必要になってくる状況もご

ざいます。 

 説明につきましては、以上でございます。 

 

会 長  ありがとうございます。何か、分かりにくいことがありましたら。 
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委   員  中学校の場合で、２学級の場合には教員が５名ですよね。そうすると、尐なくと

も教科数でいくと５名では対忚できないでしょう。その場合には、この教科の部分

については、だれが補填するのですか。 

 

指 導 室 長  その場合は非常勤講師がおりまして、時間数だけその学校に行って指導に当たる

という態勢を取ります。 

 

会 長  ほかに、もし分からないことがありましたら、どうぞ。なければ、資料５に進ん

でよろしゅうございましょうか。 

  

学 務 課 長  では、資料５「学校選択制検証検討会のまとめ（中間）概要」を説明させていた

だきたいと思います。 

 第１に、経緯です。本区では今年度で７回目の学校選択制を実施しました。この

間、様々な賛否両論の意見をいただきまして、見直しを検討した自治体もあるとこ

ろでございます。板橋におきましても、様々な課題を検討して、より望ましい就学

制度を実施するということで検証検討会を設置して方向性を示していくというもの

でございます。 

 第２に、板橋区の現状ということで平成２１年度の新１年生の状況でございます

が、大きく２点を列挙してございます。 

 １点目は、地元の学区域と隣接の学区域を選択した児童生徒が、小学校では９７

％、中学校では９６．９％を占めているところでございました。 

 また、２点目といたしましては、選択制を利用して学区域外の学校に入学した児

童生徒が、小学校で２２．５％、中学校では２７．７％いましたが、その中で、小

学校では８７．５％の方、また中学校では８８．８％の方が隣の学区域を選択した

ということが特徴として表れているということでございました。 

 第３に、検討会で論議いたしました就学制度を列挙させていただきました。 

６つございまして、１つ目は区内を完全に１つのブロックとするということで、

学区域制も撤廃して自由選択制にしたらどうか。 

 ２つ目は現行の板橋の制度でございますが、学区域を残した上で、区内の全校の

希望する学校に就学するという自由選択制でございます。 

 ３つ目は区内をブロックに分けましてブロック内で希望する学校を選択していた

だくというブロック選択制。 

 ４つ目は学区域を残した上で、隣接する学区域内の希望する学校に就学するのを

認めるという隣接区域選択制。 

 ５つ目は、学区域を残した上で、特定の学校においては学区域に関係なく就学を

認めるという特認校制。 

 ６つ目として従来の学区域制ということを検討させていただきました。 

 第４は検討会で上げられた課題とそれに対する考え方でございまして、大きく４

つに絞って論議したわけでございます。 
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 １つ目は通学の安全性についてです。選択制を利用したということで、むしろ通

学距離が短くなり、登下校の安全の確保が保たれるという考えの方がアンケートを

通じて多くございました。特に小学校１年生ということで、学区域と隣接学区域以

外からの通学者は各学校とも若干名しかおりません。 

 通学距離・安全性を考慮するということで、遠距離通学者は多くないのが実態と

いうことが判明いたしました。これは学区域の真ん中に学校がないというエリアの

ゆがみに対しまして、選択制は、通学区域の保護者の「近い学校にいきたい」とい

う要望を調整してきた面があるということの表れかと思ってございます。そのよう

なメリットには目を向けていきたいと考えてございます。 

 次に、２点目の地域との関係が希薄になっているのではないかという観点では、

検討会では、地域の子どもは地域で育てることが原点である、また、特に義務教育

では地域の人たちとの触れあいが大切であるという指摘がなされました。板橋区の

ほとんどの子どもは学区域と隣の学区域からの通学者で占められているところも現

状でございますので、地域との関係が崩れているとは言いがたいとの意見もござい

ます。 

 裏面にまいりますが、地域の行事に参加しない子も多く、地域への意識が変化し

ているという現状が見て取れると考えてございます。 

 ３点目としましては、適正規模の維持に支障はないかということでございまして、

選択制によりまして適正規模が維持できなくなったという意見がございましたが、

従来から指定校変更制度というのがございまして、平成１６年度の選択制導入時に

は、本区全体で入る学校を変更したという方の割合が前年度より５ポイントほど上

昇したという経緯がございました。それ以降は、ほぼ横ばいの状態が続いてござい

まして、学区域外の学校に通学するお子さまが飛躍的に増加したというわけではな

いと言えることではないかと考えてございます。 

 ただし、選択制によりまして通学区域内の子どもが他校を希望したことによって

小規模化に拍車がかかるという学校も存在いたしました。今後、学校が密集する地

域によっては、選択制にかかわらず、小規模校の出現は避けられないと認識してい

るところでございます。 

 最後に、４点目といたしまして、正確性を欠く情報で選択されてしまう例がある

のではないかという観点でございます。アンケート結果によりますと、小学校では

学校を選ぶときの参考として「学校公開」が高いわけでございますけれども、「友

人・地域の人の情報」というのも高い率でございます。 

 一方、中学校になりますと「学校公開」が１２．７％ということで、かなり下が

っているわけでございますが、「友人・知人の情報」が３０％ということで高い率

を示しているところでは、私どもは、今後、学校公開あるいは学校案内冊子、ホー

ムページ等でしっかりした情報発信や、またＰＲに力を入れていくべきであるとい

う認識に立ったものでございます。 

 最後に、検証検討会の検討結果でございますけれども、まず、選択制を廃止する

かどうかの影響を考えました。仮に選択制を廃止したとしても、何らかの特別な事

情で指定校変更ができる制度は残るわけでございます。選択制を見直したといたし
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ましても、学区域を超えて通学するケースは、ある程度見込まれます。また、平成

１６年に学区域制から選択制を導入した大きな理由の１つであります指定校変更の

不平等、ここでは先着順による受け付け等の問題がございますけれども、これらの

問題がまた再び起こるということも、言えるものと考えてございます。したがいま

して、選択制を廃止することはなかなか難しかろうという見解に至ったものでござ

います。 

 （２）として結論でまとめましたけれども、３点の方向性を示させていただきま

した。本区の就学制度は、学区域を残した上での選択制ということで、原則は、学

区域の子は学区域の学校に通うことをこれからも堅持していきたいと考えてござい

ます。 

 また、選択制につきましては保護者からも一定の支持・理解を得てございます。

アンケートで「続けてほしくない」という方の割合は、小学校で７．９％、中学校

では８．１％、いずれも１０％以下でございます。学区域を簡単に変更できないと

いうことでございますので、本制度は存続させるべきであるとの認識でございます。 

 ２点目といたしまして小学生の遠距離通学でございますけれども、安全性や通学

距離の問題から徒歩を原則とし、通学区域は学区域と隣接学区域の中で選択してい

ただくことが望ましいという結論に至りました。 

 中学生につきましては、当面、特色のある教育あるいはクラブ活動の充実などを

考慮した上で、また、小学生と比べますと徒歩通学を原則とする必要性も低いと考

えられることから、現行の制度を引き続き維持してまいりたいと考えてございます。 

 最後の３点目には、この選択制存続に当たりましては、本審議会で検討経過が出

て、具体的な適正配置等の方策の検討が済むまでは小規模校の統廃合は行われない

ことを改めて保護者の方に周知することを行いまして、当座の不安を解消していき

たいと考えているところでございます。 

 今後、パブリックコメント等を求めまして、また議会にもこの結果をお示しいた

しましてご意見等を頂戴しながら、来月ぐらいまでには最終のまとめということで、

最終的には平成２４年度入学の児童生徒に適用していきたいと考えているところで

ございます。 

 以上でございます。 

 

会 長  ありがとうございました。学校の適正規模の問題と大分密接にかかわる配置が出

てきます。その際に、学校の選択制が無縁ではなかろうということでお話が出たわ

けでございます。検討会の中間報告の内容のご説明を賜りました。 

 これから、論点をはっきりさせるために、まず教育的な観点を中心に小学校の学

校や学級の適正な規模について論議をしていきたいと思っております。しかし、規

模というものと適正配置というのは非常に関連性が深いものでございますので、切

り離してやることはできないだろうという意見が前回の会議でも出ました。 

 話の流れによって配置に関する意見が出てきても構いませんので、今の資料等の

ご質問も含めて、ご意見のある方はご発言をお願いしたいと思います。 
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委 員  １点、今の資料５のところで確認をしたいのですけれども、指定校変更という制

度については、例えば条件や内容の要件を緩和するということは、区独自ではでき

ないと考えてよろしいのでしょうか。 

 

学 務 課 長  指定校変更の要件につきましては、文部科学省から「いじめへの対忚、通学の利

便性、部活動等」が示されていますが、その他の事由については、地域や学校の実

情に忚じて各市区町村の教育委員会で決定するというところでございます。 

 

委 員  もう１点。つまり、今までも近隣の学校に通いたいという場合には、通学時間が

短くなることが確認できれば認められていたということと、それから、先着順が問

題になっていたということですが、それを、例えば抽選にするということはできな

いのかどうか。 

 

学 務 課 長  委員がおっしゃる、例えば、近くということは、そのような理由の方は平成１６

年以前もお認めしていた経緯がございます。 

 先着順といいますのは学校のキャパシティがございますので、そのキャパシティ

を超えて受け入れを認めるわけではございません。学校選択制では、一定の学校の

キャパシティを超えた場合には抽選制を導入して、公開抽選でもって入学者を決定

するものでございます。 

 一方、指定校変更は、保護者の申し立てにより教育委員会がその理由を相当と認

めるときに行うものですので、抽選に馴染むものではありません。したがって、相

当と認められる方は先着順で受け入れざるを得ないため、学校のキャパシティによ

る不平等が問題となったものです。 

 

委 員  学校選択制という新しい制度がなければ抽選にすることはできないのかどうか。 

 

学 務 課 長  学校選択制とは、区教育委員会が就学校を指定するに際して、予め保護者の意見

を聴取する場合をいうもので、受け入れ可能数を超えた場合の対忚、板橋区の場合

では抽選を行なうということを周知しておかなければなりません。学校選択制が無

ければ、抽選はできないと考えます。 

 

会 長  適正規模について、今日は改めてまた論議してまいりたいと思っておりますので、

どうぞ、ご意見を出していただけたらと思います。 

 

委   員  選択制や指定校変更によって小規模になってしまう場合と、小規模にならずにす

む場合もあることを知っておく必要があると思います。地域の子どもの数は尐ない

が、選択制があるために小規模にならずにすんでいる学校は何校あるのか。そうい

う資料は出るのでしょうか。 

 

学 務 課 長  その学区域の住民基本台帳上の人数は出てまいりますので、そちらの資料を、次
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回にでも作成していきたいと思います。 

 平成２１年度ベースの数字で申し上げますと、小学校５３校中７校が住民基本台

帳上の新１年生の人数が４０人以下となっている状況でございます。 

 

委   員  そうしますと、この７校は、逆に選択制があることによって小規模校を免れてい

るというわけですか。そういうふうに捉えてよろしいですか。 

 

学 務 課 長  他の地域から選択希望者が多くて、適正規模を維持している場合もございますし、

そうでない場合もございます。 

 

委   員  それを個別に検証するという感じですよね。選択制によって小規模校になったと

言えるのかどうか。それは、次のときに資料として。 

 

委   員  この報告の中で、要するに、学区域の見直しが非常に難しいという考え方ですけ

れども、これは、過去においていじっても、なかなか上手くいかなかったという反

省点なのか、それとも、今の状況が、そういう意味では、今言うように住民票から

捉えていっても難しいというのか、どういうふうに考えて。 

 

会 長  学区域との関係ですかね。たまたま、この審議会では適正規模について考えるけ

れども、当然区域との問題は関連性がございますので、また資料等があれば出して

いただきたいし、参考のお話が聞ければと思いますけれども。 

 

学 務 課 長  学区域につきましては、長年エリアが固定化しているということで、住民の方に

ついても、「その番地は、ここの学校に行く」というところが、かなり定着してい

るというところです。そこを、やむを得ず違った学校に変更するということでは、

かなり多くのお住まいの方から反対のご意見等をいただいてきた経緯は、過去にあ

ったところでございます。 

 また、学校を学区域の真ん中に据え置くという形で、仮に通学区域を見直してい

った場合につきましては、それ以外の、例えば地域センターのエリアとの整合性で

すとか、小学校と中学校間のエリアの整合性といったものも考えて行かなくてはな

らないというところで、かなり課題が大きいと捉えているところでございます。 

 

委   員  これは前にもお話ししたと思うけれども、学区域の地図を見ると、中学校と小学

校が重なっていないのです。これは直すべきだと思います。 

 

次   長  板橋においては、小学校の学区域と中学校の学区域がイコールになってございま

せん。中学校１校の通学区域に小学校２校の通学区域が含まれるというのが理想的

ですが、そうなっていないのが事実でございまして、それはこの検討会の中でご検

討いただきたいと考えてございます。 

 実際に今までやってきたのは、新しくマンションができたときに、本来は、最も
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近い学校はここだけど、そこの学校施設が不足する危険性があるときは、まだ住民

登録がされておりませんので、最初から学区域をそこのところだけ変えまして、近

隣の施設に余裕のある学校に通学区域を変更するという手法をとってきたというこ

とでございます。 

 この審議会の中で、例えば、今現在は、逆に町会の中を半分に割っているとか、

支部のところを一部割っているというのはありますので、そういう調整もきちんと

考えていただければありがたいと考えております。 

 

会 長  ありがとうございました。ほかの委員からご質問、あるいはご意見はございまし

ょうか。 

 なければ、先程申しましたとおり、適正規模について今日は、またさらに深めて

いきたいと考えてございます。 

 前回の審議会で様々なご意見を頂戴いたしました。それらを踏まえながら、また

本日、各委員の方から学級及び学校の適正規模についてのご意見を出していただけ

たらありがたいと思います。 

 特に教育の観点ということで、教育関係に長くかかわってこられた委員でご発言

はございませんでしょうか。 

 

委 員  何を根拠にということになると、多分、「根拠はこれ」というものがあるわけで

はないのですが、自分の経験を根拠にということや、それから同じ職場で働いてき

た人たち、あるいは、そのほか色々な文献等でということになってくるのですけれ

ども、望ましい学級の規模となると、子どもたちが社会性を身につけていく基本が

学校だと思うのです。 

 そうすると、集団としてある程度の数がいないと基本的なものを学ぶチャンスを

減らしてしまうということを考えていくと、１学級の望ましい規模は２０人以上に

なるのではないか、そして、学校の規模になると、各学年が複数の学級が必要だろ

うと私は考えているのです。 

 

委 員  今、委員がおっしゃられたように、私も大体２０人１２学級が標準というか適正

規模だろうと思います。もっと言えば、小学校で言うと１学年２学級というのは学

年に担任が２人つくわけですけれども、そうするとベテランと若手になるんですよ。

これは校長の立場からすると、両方とも若手にするというのもなかなか難しいし、

両方ともベテランにするというのも難しい。そうすると、どちらかというと順位が

ついてしまう。上下関係がついてしまう。 

 それで、例えば保護者の中でも若い方がいいとかなんとか、こういうことになる。

３学級あると、「３人旅はいい」という話もありますけれども、話し合いをするに

してもいいので、そういう面では理想的な形としては１８学級というのが一番適正

な大きさなのではないかなと感じています。 

 ただし、今はもう１８学級ある学校なんかは、東京の中でほとんどはない。１８

学級あったら大規模校だと言われるような感じです。したがって、学級編制替えが
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できるという点で１２学級ぐらいが適正であろうけれども、１２から１８というと

ころを標準という言い方をしていると思うのです。 

 私自身としては、でき得れば１８学級を小学校では期待したいし、中学校でも３

学年で９学級というのが、先程の教員の配置の問題から考えても望ましい形だろう

と思うのです。 

 この議論の中で、私がそういう話をするときに、ガラガラポンということはでき

ないと思うけれども、例えば板橋区の将来像をずっと考えていって、そして、大体

この地区にはどのぐらいという将来予測がつきますね。私は他区だから、そんな勝

手なことが言えるのかもしれないのですが、そうすると、この地域には最低中学校

１校と小学校２校ができれば欲しいという、センターだとか町会だとか色々なこと

があるだろうと思うのですけれども、将来、子どもの数というのはそんなに急激に

増えることもなければ、そんなに減ることもない。 

 そうすると、板橋区としては、適正規模を小学校は１２学級、中学校は９学級と

考えて、何校の学校がどういうふうな割合で配置をされればいいのかというシミュ

レーションみたいなものをした上で、それだけでは議論がそう簡単にはいかないと

思うものですから、その辺のところのことをやりながら、では適正規模・適正学級

というのはどうだろうかと入り込んでいかないと、いつまでたっても、恐らく、人

数だけ、ああでもないこうでもないということに終始してしまう。 

 理想はここにあるというところを１回は示しておく必要があるのかなと。もう既

にそういう資料ができているのかもしれませんけれども、今までの色々なかかわり

があって、統合するにしても何にしても、色々な問題が簡単にいかないだろうと思

うのです。 

 １回、理想の形はどうなのかと。うちの板橋区で大体小学校は何校が適正の数で、

中学校は何校ということを、まず置いた上で検討するというのも１つの方法かなと

いう感じがします。 

 実際には、なかなか難しいとは思いますけれども、適正規模・適正配置からすれ

ば、その辺のことも同時並行で、適正配置の問題については、ある程度数で出して

もいいのかなという感じはいたします。 

 以上です。 

 

委 員  私は小学校でございますけれども、もう１回、適正規模というところに戻します

と、常盤台小学校でしたから大体どのクラスにもマックスに近い３５人はいるわけ

です。先生方は、３５人いようと、それ以上いようと非常に頑張ってくれておりま

したけれども、そういうベテランの指導力のある教員が「２５人ぐらいだったら、

もう尐しきめ細かく手が届くんだけどな」という話はしておりました。 

 そうしますと、今まで色々出ておりますが、２０人から３０人といったところが

適正規模、子どもに望ましい教育環境を用意してあげられる範囲と捉えてもいいの

かなという気がいたします。 

 それと、あるときは１９学級ありました。それは、なぜ１９か。１学年だけ４学

級だったんです。それは学校選択制が始まる前の年に一挙に入ってきたわけです。
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選択制が始まって３学級と上限を押さえられましたから、１９学級を越えることに

はならなかったわけですが。 

 ただ、スペース的には厳しかったと思います。校内での軽い子どもの接触事故が

非常に多くて、保健室に来る子どもが多いといったことで、私は養護教諭に統計を

とらせまして、けがの治療に保健室に来る子が年間何人いるのだろうということを

逐年で記録をとらせまた。今年度はその１割減を目指そうとか、そういう経営目標

を立てて先生方と頑張ったこともあります。 

 そういうことも色々と考えまして、長年、小学校に携わっておられた先生方のお

話がありましたけれども、そういった先生方が経験則で捉えた数というものは、確

かなものではないかなという実感を持っております。 

 

会 長  ありがとうございました。今、３人の方にお話を伺いました。小学校の場合で１

クラスが２０人から３０人ぐらいというお話ではなかったかと思います。 

 それから小学校の学校規模で１２学級から１８学級ぐらいの話が出てきておりま

す。子どもたちに望ましい教育環境を提供できる条件として、具体的な数が出てき

たと私は思っております。 

 そこで、色々とご意見が今あろうかと思いますけれども、小学校の規模として、

今申し上げたような１学級が２０人から３０人ぐらい、それから学校の規模として

は１２学級から１８学級ぐらいが望ましい規模ではないかということで、これを仮

置きしておきたいのですけれども、そういう形で数字をまず設定して、それからま

た色々とご意見があったら出していただきたいと思うのですが。この辺のところは

共通理解してよろしゅうございましょうか。これは絶対ではないので、後でまた問

題が出てきたら、その都度直していきたいと思います。 

 では、現時点においての確認事項として、小学校の適正規模は１学級については

児童数が２０人から３０人、それから学校の規模につきましては１２学級から１８

学級で、現時点で、この審議会では決めておいて、話を先にまた進めていきたいと

考えます。 

 

委 員  １点だけ。申しわけないですけれども。「望ましい学級の規模が２０人から３０

人」というのは非常に望ましいと思うのですけれども、この数字は「望ましい環境

を目指す」という目標値になるわけですか。 

 となると、今、東京都は小１、中１では３９となりましたけれども、あくまでも

国の基準としては４０名で、板橋としては学校選択制の受け入れ可能数を１学級あ

たり３５人と言っているわけですよね。そうすると、３５でやっている基準が望ま

しくないと判断されるのではないかと思うのですが。 

 個人的には２０人から３０人というのは非常に適正な環境であるのかなと思うの

ですけれども。その辺の、この数字と実際の法律で定められた基準というものの整

合性というか、そのあたりはどういうふうに認識をすればいいのか確認しておきた

いのですけれども。 
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委   員  確かに、そういう問題が出てくると思うのですが、例えば３５とカッチリと線を

決めたときに、３６になったときに１８、１８。そうすると、２０人を適正規模と

するよりも尐なくなってしまうのです。 

 だから、何人で線引きするかという形をとるよりも、ある程度、弾力的にしてお

いて、だからといって、では２０から３０、では３１のときにどうするかと厳密に

考えれば「３１もしょうがないね。半分にしたら１６、１５になってしまうから」。

その辺のところは非常に矛盾をはらんだ問題だと思うのですけれども、そういうこ

とを承知した上で、２０から３０という線に了解をしておくことは、今の段階では、

私は、ある程度大人の判断らしいなという感じがするんですけれども。 

 

会 長  それでは先へ進んでいいですか。 

 今、小学校の話が出たのですが、中学校についても同様に考えていただけたらと

思います。中学校の場合は教科担当、担任制の問題もありまして、小学校とは若干

違いがありますけれども、この辺のところで、先程お話があった委員の中からは、

中学校の場合は１学年３クラスとなると大分職員の負担も変わってまいります。３

クラス×３学年で９が学校規模としてはいいのではないかという話も出たかと思っ

ております。あと、私が聞き落としたのか、人数については出てなかったように思

うのですが。 

 

委   員  聞きたいのですけれども、資料４の中学校の場合の学級数３というのは、各学年

で１あれば３学級で教諭が９人ということでしょうか。そういう見方でいいですか。 

 

新しい学校づくり担当課長  結構です。これは学校全体での学級数ということになります。 

 

委   員  先程いただいた各区の資料で中学校を見ていたんですが、板橋区の場合は１校当

たりの学級数が比率で言うと平均１１．８４。１学級当たりの生徒が３４．５。板

橋区の場合は１２学級の３５名が必要だということですよね。今が２３校で、これ

からもやっていくということを考えた場合。そういう理解でいいんですか、この表

の見方は。 

 

次   長  この資料は、あくまでも板橋区の現状において、学校数２３の中で児童数を割っ

たものですから、２３校が必要で云々ということではなくて、今の平均値が、１校

当たり１１．８学級と見ていただくだけの数値となります。 

 

委   員  単純に各学校をこの中で考えると、一番いい数字を出したときに、最低ここのラ

インより下回ったら学校が足りなくなるということですよね。今は、多い尐ないは

もちろんあるんでしょう。それを平均したとして、中学校の場合、もし２３校が全

く同じ条件に当てはまるようにできたとしたら、恐らく、１学年４クラスが最低必

要になるという計算ですよね。それを１学年３クラスに当てはめるとすると、恐ら

く、１学級当たりの生徒数は４０人を超えることになるんですよね。考え方が違っ
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ているかな。 

 

次   長  ２３校全校を１学年３クラスに当てはめると１学級当たりの生徒数は４０人を超

えることになると思います。  

 

委   員  教室の問題が中学校の場合は小学校よりも多分に出てくるでしょうから、板橋区

の中学校の施設としては、例えば１校当たり1学年４学級でも、全ての学校が対忚

できる感じですか、現状は。 

 

新しい学校づくり担当課長  規模としては、大丈夫ではないかと言われています。 

 

委 員  話を戻すようで申しわけないんですが、１３年答申でも、この１２学級、１８学

級というのは当然適正な学級規模として載っていて、議論されておるわけです。適

正の学級の人数を決める意味がどこにあるのかということが、僕自身は１つ疑問に

思っているんです。２０人から３０人に決めて何の意味があるんですか。 

 現実に、今、都が４０人学級でやっているにもかかわらず、板橋区がそれを審議

会で決めてどういう意味がありますかと。 

 そういう意味では、前回の１３年答申と同じように、そこの１クラス何人学級が

適正規模ということを板橋区で言うのであれば、これは財源としても、例えばそう

いう理想に近いような学校をやっていくためには単独でこれからやっていくという

なら別ですが、とりあえず今は教育事務というのは東京都ですから、そういった意

味では、最低これを割らない人数と決めるならいいんですが、２０から３０と決め

て、そこに何の意味があるのかなというのが１つあります。 

 ですから、僕は１３年答申をそのまま。このときも恐らく教育関係の方々の大き

な声が入っているはずです。 

 今日は、京都の統廃合の資料をもらったので、時間があればご紹介させてもらい

たかったですけれども、色んなやり方をやっておりますけれども、この適正規模と

かに関しては大体全部同じですよね。教員の方、経験者の方が言われている規模と

かいうものについては。だから、そこら辺のところで余り議論するよりは学級規模

はもうここら辺で、皆さんが今言っているようなところで落ちつかせて、この次の

話を進めていかなくてはいけないと思うのです。 

 その上で小規模校が問題になっているわけですけれども、小規模校では何が悪い

のですか。その辺の教育上の観点からいくと、さっき委員が言われていたような、

要するに、序列が固定化されたり、あるいは総合的な教育上の発達が見られなかっ

たりとか、色んな観点があるはずです。 

 だから、そこら辺のところを、今回の審議会というのは、その辺の意味が一番中

心だと思うのです。基本的には、適正配置・適正規模を決めた上で、それの下限を、

要するに小規模校の発生が出た段階で、結果的には適正配置をする。適正配置とい

うのはどういうことかというと、統合しますということですよね。そこに書かれて

いるわけです。ところが、現実的にはできなかったというのは、どういう理由から
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できなかったのか。 

 僕が前に言わせてもらいましたけれども、京都においても、板橋においても、平

成５６年をピークに子どもの数は半減しているわけです。そういったところの小規

模は何が問題になっているのかをここで議論すると同時に、保護者の方たち、ある

いは地域の方たちで議論してもらわないといけないと思うのです。私たちだけが上

から決めて、「これが適正です」と落としたら、それは反発が来ると僕は思ってい

るんです。 

 ですから、そういった落としどころで上手くやったのが京都だと僕は思っている

んです。各学校に検討委員会とかを出したり、審議会ではこういうふうな答申が出

ているけれども、そういった問題を皆さんに考えていただくというようなことを進

めていくべきではないかなと思ったので。 

 人数を決めるのはどうなのかということについて提言させてもらいましたけれど

も、僕はそう思っておりますけれども。 

 

委 員  京都の話が出たので。実は、私もその資料を取り寄せまして。これは、実は２０

年前の京都の資料です。京都というのは面白くて「廃校」と言わないんです、「統

合」と。「廃校」という言い方は一切していないんです。 

 ２０年前にこういう資料を、いわゆる小規模校地域に保護者も含めて全部配った

んです。感情的な問題と、数値的な問題がまとまっていて、非常に中身は濃いもの

です。 

 ある程度、審議会方式で枠を決めませんと進まないのは分かるんですが、最終的

な決定権みたいなものを地域に委託しないと絶対反対運動が起きますしね。 

 京都は政令市ですし、権限が違いますので同じことはできないと思うのですが、

方向性として。ここは２０年かかっているんです。この資料をつくったのは１０年

前です。最近の資料を取り寄せたら、まさに今つくっているんです。時間をかけて

ドラスティックにやっているんです。小学校を５校ぐらい統合していますから。 

 京都市では一貫校方式も一緒にやっているんです。一貫校で、今後、全て校舎を

つくり変える一貫校ではなくて、板橋と一緒で３つの学区域方式と隣接区域方式と

一貫方式、これは京都も一緒です。一貫校という理想がありますから、廃校という

意識がないんです。 

これから審議になると思うのですが、私からぜひお願いしたいのは、最終的な決

定権を地域がらみでやっていくことを考えると、審議会で論議して、数はある程度

決めた方がいいと思っています。 

 繰り返しになりますが京都は、２０年前、昭和６３年に、児童数１５０人未満が

１５校あったんです。この地域で、検討委員会を設置しているんです。地域で設置

した後、それとともに京都の教育委員会で、あと審議会を同時進行でやっているん

です。一貫校の問題と跡地利用も同時にやっているんです。 

ぜひお願いしたいのは、保護者の方、ＰＴＡの方も含め、学校責任者も含めて、

問題は同じ土俵で悩みませんと。地域は地域問題として一緒に悩みましょうと。で

すから、そういう風潮まで持っていって、地元で審議する時間を十分持ってという
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方式をぜひ取り入れていただきたい。話が脱線してすみません。 

 

会 長  貴重なご意見だと思います。そういう意味でも、先程、この委員会の審議会も拙

速ではなくてというお話もあったのではないかと私は理解をいたしております。 

 それで、話がまた戻りますが、私といたしましては、まず仮置きした望ましいと

いいましょうか理想的な規模等を、ある学級の規模・学校の規模をとりあえず決め

ておく。 

 そのときに、例えば「下限」という言葉が前回問題になったんですが、そこに満

たないようなところはどうするんだという各論は、この次にまた進めていただきた

いなと思っていたんです。 

 それから、さらに先の話になりますが、今、委員がおっしゃったように、学校と

いうのは、教育の観点から進めたときに、まず学校の規模・学級の規模も、まず優

先されるべきは教育の環境、児童や生徒のことです。それがまず最初であろうと。

そこで話を進める中で、数の問題等が出てきましたけれども。それを進めると同時

に、今度はその次のステップとして、学校というのは地域に開かれていなければい

けないし、地域のサポートがなくては学校は上手く機能しないわけです。 

 そういった点で、では、この学校の教育の論理で決め上げた、構築した１つの仮

設を今度は地域に落としたときに、そこで上手く機能するのかしないのか、どこに

問題があるのかないのか。では、それはどう解決していったらいいのか、そういう

ステップでやっていったらどうかと私自身は考えていたんです。 

 数については、とりあえず、まず仮置きをしておいてやっていきましょう。 

 そして、次のステップとして、従前から問題になっているような、この数に満た

ないところ等についてはどうでしょうか。問題があるのかないのか。それも、ただ

数が満たないから、スパッと、「廃校」という言葉は良くないということがありま

したが、どこかに統合するとしても、それはそれでいいのかどうか。その地域によ

っても違うと思うのです。 

 置かれた地域、Ａ地区、Ｂ地区、Ｃ地区によっては、それがどうしても必要かも

しれないんです。だから、その辺のところは、ただ単にバサバサと機械的に切るの

ではなくて、そのときの各論として、各地域ごとにそこで検討しなければいけない。

当然、そのときに地域住民の方に入っていただくこともあり得るのではなかろうか

と思います。そのところの展望については、また皆さん方からご意見をいただきた

いと思っているのです。 

 そんなことで、今日の私の考えとしては、そういった、まずは仮置きの数につい

て進めさせていただきたいということでございまして、先ほどの委員の地域が参加

した検討会の設置のお話なども、私も同様の考え方を持っておりまして、各委員の

皆様方の賛同を得れば、将来的にまたそういう形で進めていきたいと思っておりま

す。 

 そんなことで、話を引き取って申しわけないんですけれども、中学校の望ましい

数値をどのように考えたらよろしいでしょうか。 
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委 員  小学校よりも、中学校の方は人数的には多いんです。ただ、余り出ていないんで

すが、結局、不登校の問題だとかいじめの問題が小学校に比べて中学校がダントツ

に多いものですから、その数との関係で、中学校の学級規模を尐なくする必要があ

るのではないだろうかと。 

 あと、もう１つ、これはまた全然違う話ですが、教科担任制というところから、

学級担任のように小まめに見る、手厚く見るというか、きめ細かに見るという部分

が、中学の方は、もう尐ししっかりやる必要があるのではないかというところがあ

ります。しかし、教員の力量にもよるので、はっきりとは言えないのですが、大体

３０人から３５人ぐらいのところが、中学では、むしろ活気があっていいのではな

いかと。これは感覚的な感じですけれども。 

 

会 長  私も、個人的には、全国の各学校、教室を訪問させていただきますと、最近感じ

ているのは、１０年前、もっと前に比べると、教室の児童数・生徒数がガラガラで

して、おっしゃるとおり、ある意味では活気がないんです。 

 そんなこともあって、一人一人の個別指導等はできるのかもしれないが、先程委

員がおっしゃったように、学校というのは一方では集団活動、集団生活のところで

す。 

 そうしたときに、自分の集団の中での位置づけとか、集団の一員としてのあり方

だとか行動の規範だとか、そういうことを色んな意味で学ぶのです。そういう点で、

余りガラガラの、１クラス１０人いるかいないかとか、あるいはインフルエンザが

はやっているときにも本当にいないんです。こんなので何ができるかなと疑問を感

じることもございます。 

 そういう点で、私の経験則で言わせていただければ、今たまたまおっしゃったん

ですが３０から３５ぐらいかなといつも思っているのですが。ということは、実際

は今で言う、国の規範・規則で決まっている４０人、あれが実際はどの学校に行き

ましても実態は３０人とか、尐ないクラスは２０人です。４０人学級というのは実

態は２０もあるわけです。マックス４０もありますけれども、２０ぐらいとかそん

なところが多いんです。２１かそのぐらいです。 

 ですから、私としては、今小学校が２０から３０ですと、中学校の場合は教科の

こと、それから子どもたちの成長・発達、それから男女の違いとか、そういうこと

も踏まえますと、若干の数がないと指導について難しいかなという意味で、１クラ

ス３０から３５ぐらいを１つの目途として考えておきたいと思うのですが。 

 そして、あと学校の規模ですが、先程の委員さんの中では１学年３クラスで９と

いう言葉がありましたが。 

 

委 員  事務局にお尋ねしたいんですけれども、中学に入ると、女性、男性で教科、特に

体育だとか家庭だとか分離しますよね。 

 

委 員  体育だけです。 
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委 員  体育だけですか。分離するときに、男女比ですけれども、今はどういうふうにな

っていますか。資料は出ますでしょうか。余りにも極端にバランスが悪いというの

はいかがなものか。 

 

会 長  そうですね。委員がおっしゃっているように数のアンバランス。それから、あと

規模が尐ないと男女で別に体育をやったときにも本当に尐なくなってしまって、こ

れで教育的効果があるのかないのかということがよく話題になる例も聞いておりま

す。その辺のところで９クラスぐらいですか。１学年３クラスぐらいでしょうか。 

 

委 員  そうですね。中学の場合は、教員の配置基準というのが大きいのではないか。例

えば１０学級ありますと、国語、社会、数学、理科、これが複数で配置されるわけ

です。学校全体で１０学級。そうすると学年で３から４くらいになりますか、大体

３学級から４学級ぐらいです。 

 １０学級ありますと、複数の教員がそれぞれの教科について配置されることです

から、そういう要素が中学校では大きいと思います。教員同士が同じ教科で切磋琢

磨し合うこともありますし、選択教科が導入されているということですよね。色々

な教科を課題別に深く勉強する学習も重視されている中で、１つの教科に複数の教

員が配置されていることは中学の教育にとって大事なことではないか。 

 そうなると１０学級は必要だということになりますから、９学級以上あたりが１

つの子どもの成長にとって望ましい教育環境ができやすいと言えるのかなという気

はしますけれども。 

 

会 長  １学年３クラスぐらいが大体いいということですね。 

 よく聞くのは、中学校の場合は４クラスが非常にやりやすいということです。学

校行事、遠足とか修学旅行とか行くのにバスの配置とか色んなことをやると、比較

的まとまりがあってやりやすいという話を聞いているのですが。 

  

次   長  皆さんにお渡ししました教職員の配置表を見ていただくと分かるのですが、教員

の数が、１０学級で１５人、１２学級になると１８人ぐらいになるんです。 

 中学校は部活動を考えると、ある意味でそのぐらい先生の数が必要であるといえ

ます。 

 それから奇数、偶数でいきますと、例えば体育などを２クラスずつ分ける形が非

常にとりやすいというのは聞いております。 

 とりわけ中学校は、教員の数が多ければ部活を面倒見られる数が多いので、余り

尐ないものより、理想的に言えばの話ですから、例えば３学年で４学級の１２クラ

スから１５クラス、そのぐらいのレベルであれば学校全体としては楽だという話は

聞いております。余り多いとまた大変だと。 

 

会 長  具体的に上がったのは、１学年４クラスが一番やりやすいということで、４クラ

スから５クラス。この辺ではないかという話ですけれども。 
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 これは、皆さんの経験則や、ほかの区の例も参考にしたり、あるいは教職員の配

置の問題、教科担当の配置の問題等を総合的に勘案すると、今のような数がいいの

ではないかということでございます。 

教育の観点で言うと１クラス３０から３５。では、学校規模としては、学年で４

クラスから５クラスと。それでやっていってよろしいでしょうか。では、とりあえ

ず仮置きという形で進めさせていただきます。これを進めていく中でまた問題があ

ったときは、ご意見をいただきたいと思います。 

 それでは、前のときに下限の問題等でなかなか一致ができなくて、これは答申の

中で下限イコール廃校するということではないと入れたらどうだということも、こ

の前回の記録に、皆さんのご意見をいただいたのが出ております。 

 このことについて問題、課題等があったら、あと１０分ぐらい時間がありますの

で、ご意見をいただきたいと思います。その後の審議の進め方については、また事

務局と相談して考えていきたいと思います。 

 

委 員  今後の進め方に尐し触れるかもしれませんが、先程の学校選択制の中間のまとめ

によって、今までは選択制ですから、どこから生徒が来るか分からないところを隣

接にするということなので、ある程度、地域は、先程小学校で９７％程度が隣接の

中に収まるということで。そうあれば、先程、今置いた仮置きの数字を基に、今度

は、先程出た町会をなるべく割らないでということも踏まえて、今度は、例えば板

橋は１８地域センターを１つのブロックとして、その中に学校が何校必要なのかの

目安として、その数字を使うというのは１つの方法ではないかなと思います。 

 

会 長  ありがとうございます。先程、他の委員からのお話もあったのですけれども、教

育の論理としてあるけれども、また地域ということも考えなければいけないという

お話もございました。 

地域センターが本区は１８でしたね。適正規模についてある程度当てはめて、次

のステップとして、それが、その地域の事情等を踏まえて、適切なのかどうなのか、

課題はないのか、改めて地域性を考慮する、その辺のところを、皆で共通理解をし

ておいて作業を進めていくといいのではないかと思うのです。 

その際に、お話があったような地域の声を聞くことも１つの選択肢としてあり得

るのではなかろうか。それから、また１８全部を１つ１つ全部やるのではなくても、

問題はないところもあろうかと思いますから、課題がある、問題点が見えるという

ところについては、そこに特化して、そこでの独自の、京都方式ではないけれども

検討をしていく。それで適正配置をどうするか考えていく。そんな方向性でいくと

いいかなと思うのですが。 

 

委 員  今の話の続きになるんですが、１３年答申は下限になってから適正配置の検討を

始めるというもので、結局できませんという色んな条件が出てくることに変わりな

いと思うのです。 

だから、今度は、今言った地域センターという１つのブロックを考慮した上で、
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こちらの方からやるのか、その地域に任せるのかは別にして、とりあえず１回つく

ってみる。今まで中学校は２校、小学校は４校あった地域に、中学校は１校で済む

のか、小学校は３校で済むのか。１回つくったら、つくった内容で今度は向こう１

０年間やってみる。 

次の方法は１０年後にまた考えるというやり方でやると、その地域も、あるいは

通わせる保護者の方も、１０年というのは比較的、小学校は６年中学校は３年です

から一回りする期間ですので、そのぐらいでやってあげると、例えばその期間中に

小規模になる学校もあるでしょう、でも、それでもなくならないという前提は非常

に大きな強みだと思うのです。 

 

会 長  ありがとうございます。これは前の会のときも、猶予期間といいましょうか、モ

ラトリアムとか。５年という方もあったし、１０年という方のご意見が出たわけで

す。そんなことで考えてみるのもいいのではないかということも記録に残っておっ

たかと思います。 

そんなことで、これからの進め方として、今の小学校の適正学級の規模それから

学校の規模、中学校の学級・学校の適正規模の数値については仮置きしておいて、

その後、地域性を考慮する、考えることも忘れてはいけないと思っています。 

学校は地域の支援を受けて、よりよい教育活動が展開されるというのは今の常識

でございますので、そんな意味で適正配置をどうするかについては、ここでまず数

値等を示した中から、地域との関係をよく見ながら、問題点等があるかどうか。色

々あるところについては、皆さん方委員のご指摘を受けながら、その地域等につい

ては、また改めて関係する地域の方々の声を聞くような、あるいは意見を聞くよう

な場を設置するとか、その辺はまた先の問題ですけれども、検討するという方向性、

これだけを押さえておけばいいかなと思うのです。 

 

委   員  この間、小学校の入学式に出席しました。１３名でした。笑い話になっていたん

だけど、来賓が倍来たんです。来賓が１５人。これを見ましたら、私は、正直なと

ころ、かわいそうだと思いました。 

 ここのお子さんに聞いたら兄弟も余りいないというので、もし、このまま６年間

１３人で過ごして、本当に教育ができるのかなと私は個人的には思いました。 

 ですから変な話、そのまま中学校に行って、もし不登校とかが起きたら、これは

行政とか議員の責任は大きいと思いました。つまり小規模校の弊害ですね。 

ですから、審議会でも、小規模校の弊害みたいなものも一緒に述べていかないと。

京都のパンフレットの中でいいのは、これを見て保護者が理解できることだと思い

ました。 

本当に、ますます今の社会はコミュニケーション能力とかが問われる時代ですか

ら、小学校６年間１３名で、それぞれ個人的な適正がありますから一概には言えま

せんが、どう見ても弊害の方が大きいのではないかという思いがしました。 

小規模がいいという意見もあると思うので、その辺のところは、現場の先生にぜ

ひお願いしたいのは、議員が言いますと、どうしても財政的なところで言われてし
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まう可能性があるので、つらいところです。これは感情的な面と、ですから、いわ

ゆるお子さまの成長過程の問題点をきちんと述べていけば、地域の保護者の方も分

かってくれると思うのです。 

ですから、それと同時進行で、ぜひやっていかなければならないということを感

じましたので、よろしくお願いいたします。 

 

会 長  この適正規模については、今おっしゃるとおりだと思うのです。何度も出てきま

すが、教育の観点から見たときにどうだということです。そんなことで、小規模に

ついての問題、課題、逆に今度は大規模にもまた問題があるんですけれども、その

ことも合わせて、我々としても検討していく必要があるかなと思っております。 

 これは我々もそうですけれども、事務局も含めてまた大きな宿題が出てくるので、

余り拡散していってもお手挙げになってしまいますが、徐々にやっていきたいと思

っていますが、まずは適正規模のことから入っていって、小規模の学校の問題、課

題等も、これから横にらみしながら問題点を整理していかなければいけないだろう

なと思います。それが、また適正規模に答えることにもつながるかなと思っており

ますので、これから先、もう尐し論議をしていきたいと思います。 

 それでは、また今日、色々と司会がまずくて、あちらこちらに話が飛んでしまっ

たり、まとめることができませんでしたけれども、小委員会にまた論点を整理して

いただくので、お任せしてしまいますけれどもお許しいただいて、後でまたまとめ

て意見を出していただけたらと思います。 

 それから、今日も、次回のための資料等、もし「こんな資料はないか」というこ

とがありましたらと思います。今、京都の話が出ましたけれども、もしあれば。 

 

委 員  規模を考えながら、同時に配置も私たちは考えているわけですよね。現状の配置

が、地域とのつながりがどのようになっているかという地域センターの境目という

のがあるわけですね。その境目と学校の配置がどうなっているかという現状を知り

たいのです。 

 地図の上にそれを描きたいなと思っているんですが、そういう資料を用意してい

ただくことは可能でしょうか。 

 

新しい学校づくり担当課長  イメージとしましては、こちらの地図に各地域センターの区割りの線を引くとい

うイメージでいいですか。 

 

委 員  そういうふうに私は考えているんですが。 

 

新しい学校づくり担当課長  承知しました。 

 

会 長  では、次回のこと等について事務局からお願いをしたいと思います。 

 

新しい学校づくり担当課長  それでは、次回の日程につきまして、ご案内させていただきます。 
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 今度は尐し間があきます。次回の予定ですけれども、７月２３日金曜日、午後３

時から。会場につきましては、本日と同じこの第２委員会室で開催させていただく

予定でございます。 

 なお、審議会に先立ちまして、小委員会を６月１１日金曜日に開催させていただ

きたいと思います。委員の方につきましては、よろしくお願いいたします。 

 

会 長   それでは、本日は長い間ご議論いただきまして誠にありがとうございました。 

 お開きにいたします。ありがとうございます。 

 

午後 ４時５４分 閉会 


